
海
上
運
送
法
及
び
船
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
二
十
年
五
月
二
十
九
日

参
議
院
国
土
交
通
委
員
会

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
じ
、
そ
の
運
用
に
遺
憾
な
き
を
期
す
べ
き

で
あ
る
。

一
、
日
本
船
舶
・
船
員
確
保
計
画
の
認
定
状
況
や
ト
ン
数
標
準
税
制
の
適
用
状
況
を
継
続
的
に
把
握
し
、
そ
の
効
果
を
検

証
す
る
と
と
も
に
、
船
舶
の
特
別
償
却
制
度
、
固
定
資
産
税
、
登
録
免
許
税
等
ト
ン
数
標
準
税
制
以
外
の
税
制
及
び
船

員
雇
用
・
待
遇
改
善
に
係
る
支
援
措
置
の
充
実
等
、
総
合
的
な
視
点
か
ら
、
国
際
的
な
競
争
条
件
の
均
衡
化
の
た
め
更

な
る
制
度
改
善
に
努
め
る
こ
と
。

二
、
昨
今
の
海
難
事
故
に
か
ん
が
み
、
我
が
国
海
運
の
よ
り
一
層
の
安
全
性
を
確
保
す
る
観
点
か
ら
、
国
際
的
に
も
評
価

さ
れ
る
我
が
国
船
員
を
育
成
・
確
保
す
る
た
め
、
教
育
訓
練
シ
ス
テ
ム
の
充
実
・
改
善
の
具
体
化
並
び
に
、
事
業
者
へ

の
指
導
を
強
化
す
る
こ
と
。

三
、
外
航
に
拡
大
さ
れ
た
航
海
命
令
制
度
に
つ
い
て
は
、
発
動
基
準
を
明
確
に
す
る
ほ
か
、
船
員
の
安
全
確
保
策
等
に
つ

い
て
関
係
者
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
、
適
切
か
つ
十
分
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
線

Administrator
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